
 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年 

伊豆の国市教育委員会3月定例会 

会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和５年伊豆の国市教育委員会３月定例会 

 

開会年月日  令和５年３月24日（金） 午後３時00分～午後４時45分 

場   所  あやめ会館２階会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ ２月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第 １ 報告第 ９号 
伊豆の国市教育・保育施設等運営事業費補助金（物価高騰分）交

付要綱の制定について 

日程第 ２ 報告第10号 市指定文化財候補の適否に係る答申について 

日程第 ３ 報告第11号 伊豆の国市指定史跡の解除に係る答申について 

日程第 ４ 報告第12号 令和５年伊豆の国市議会３月定例会の議決について 

日程第 ５ 報告第13号 要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について 

日程第 ６ 報告第14号 伊豆の国市教育大綱の策定について 

日程第 ７ 報告第15号 
伊豆の国市事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

日程第 ８ 報告第16号 
伊豆の国市立図書館電子図書館サービス実施要綱の制定につい

て 

日程第 ９ 議案第13号 
伊豆の国市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について 

日程第 10 議案第14号 伊豆の国市スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第 11 議案第15号 伊豆の国市指定無形民俗文化財の指定について 

日程第 12 議案第16号 伊豆の国市指定史跡の指定解除について 

日程第 13 議案第17号 学校運営協議会委員の任命について 

日程第 14 議案第18号 準要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について 

８ 閉 会（教育長） 

出 席 者  教育委員会 教育長       増 田 貴 史 雄 

            同   委 員       相 原 昇 明 

            同   委 員       岩 田 幸 晴 



 

 

 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  教育施設整備課長      室 野 弘 毅 

生涯学習課長        山 本 浩 之 

  文化財課長         工 藤 雄一郎 

  幼児教育課長        後 藤 ひろみ 

  学校教育課統括監      久保田 徹 也 

学校教育課教育支援監    内 田 繁 樹 

          会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         植 松 正 輝 

副参事兼教育総務係長    鈴 木 重 隆 

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 伊豆の国市職員人事異動内示について 

③ 県費教職員の人事異動について 

④ 次回以降の定例教育委員会の開催について 

   

■植松学校教育課長 

3月定例会の開会に先立ちまして、増田教育長より、皆さまにごあいさつ申し上

げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

本日は、４名出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和５年教育委員会３月定例会を開催いたします。本日の会議

録に署名する委員は、相原委員と小池委員にお願いいたします。 

■植松学校教育課長 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 



 

 

 

会期につきましては、本日３月24日、１日のみということで処理をしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

■委員一同   

（異議なし） 

■学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 

次に、先月行いました教育委員会２月定例会開催分の会議録の報告と承認の件

に入ります。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、

署名等の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認

されたということで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■学校教育課長 

  ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■植松学校教育課長 

この後、議事に入りますが、ここからの進行は、増田教育長にお願いいたしま

す。 

■増田教育長 

それでは、本日の議事日程に入ります。 

日程第１ 報告第9号「伊豆の国市教育・保育施設等運営事業費補助金（物価高

騰分）交付要綱の制定について」の説明をお願いします。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。報告９号「伊豆の国市 教育・保育施設等運営事業費補

助金（物価高騰分）交付要綱の制定について」ご説明します。 

今回制定しました補助金交付要綱の条文や様式は、資料２ページから最終ペー

ジの12ページまでとなります。 

資料１ページをお開きください。要綱の概要につきまして、ご説明をさせてい

ただきます。 



 

 

 

最初に、今回の要綱制定の趣旨についてご説明します。コロナ渦における物価

高騰下において、電気料等の光熱水費の負担が増大しています。この上昇分の一

部を市内の民間保育施設に助成することにより施設の負担軽減につなげ、安定的

に教育・保育を提供できるようにするものです。 

対象施設は保育所が、韮山保育園、ちとせ保育園の２園。幼保連携型認定こど

も園が、しょうれんじこども園、慈恩こども園の２園。地域型保育事業とは小規

模保育所のことで、クオレ保育園、そらいろ保育園の２園が該当します。この計

６園が伊豆の国市内にある民間園となり、全部が対象となります。 

次に補助額です。 

各施設の月の初日に在園している園児の年間合計児童数に、370円を乗じた額と

、対象経費となる電気料等の令和４年度の支出額から令和３年度の決算額を差し

引いた額を比較して、少ない額の方を補助します。補助対象は、令和４年度分と

なる令和４年４月分から令和５年３月分となります。なお、この事業の財源は全

額、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用します。

以上で説明を終わります。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第2 報告第10号「市指定文化財候補の適否に係る答申につい

て」の説明をお願いします。 

■工藤文化財課長 

文化財課工藤です。報告第10号 伊豆の国市文化財保護審議会に諮問した「市指

定文化財候補の適否に係る答申について」説明します。 

この件は新たに市指定になる案件について、文化財保護審議会に先般諮問しま

したところ、次ページのとおり指定適否について答申がありましたので報告する

ものです。 

次ページをご覧ください。読み上げます。「伊豆の国市指定文化財の指定の適

否について方針、令和5年2月24日付け伊国教文第465号で諮問があった件について

の慎重審議した結果下記のとおり答申します。記。荒木神社の三番叟について、

伊豆の国市指定無形民俗文化財に指定することが適当である。」このように答申

を受けたので報告します。 

 



 

 

 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

文化財保護審議会委員さんから、具体的な 意見はありましたでしょうか。 

■工藤文化財課長 

どのような形にせよ現在まで伝わってきている。それが例年行われているとい

うことが重要だということです。もちろん人が行うことですので、年々少しずつ

変わっていくところはありますけれど、それも踏まえた上で民俗文化財というも

のは価値があるという専門委員のご指摘を頂いています。 

■増田教育長 

よろしいでしょうか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第3 報告第11号「伊豆の国市指定史跡の解除に係る答申につ

いて」の説明をお願いします。 

■工藤文化財課長 

伊豆の国市文化財保護審議会に諮問した、市指定史跡の指定解除に掛かる答申

について説明します。 

伊豆の国市文化財保護条例第34号の規定に基づき、伊豆の国市指定史跡の指定

解除について諮問したところ、別紙のとおり答申を受けたので報告するものです。 

次ページをご覧ください。読み上げます。「伊豆の国市指定文化財の指定の適

について答申。令和５年２月24日伊国教文第487号で諮問のあった件について、慎

重審議の結果下記のとおり答申します。記。「久昌寺・六角堂跡」について、伊

豆の国市指定史跡より指定解除することが適当である。」以上、答申を受けてい

ます。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第4 報告第12号「令和５年伊豆の国市議会３月定例会の議決

について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。報告第12号「令和５年伊豆の国市議会３月定例会の議決

について」評決結果を報告します。 



 

 

 

３月定例会の提出議案は、５件ございます。 

１.伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について。 

２.伊豆の国市特定教育・保育施設及び遠く低地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

３.伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について。 

これらについては、内容が関連のうえ重複しますので一括でご説明いたします。 

教育委員会１月定例会にてお諮りいたしました３件ですが、子供たちを保育す

る施設におけるバス置去り事故等をきっかけの一つとして、子供たちを安全・安

心して預かる保育等の施設の適正な運営を図るために、関連する法律が改正され

、これに伴って、市の条例を改めたものとなります。 

１番の放課後児童教室につきましては、資料１ページ。２番の特定教育・保育

施設等の運営につきましては、資料４ページ。３番、家庭的保育事業等の設備及

び運営につきましては、資料６ページに、それぞれ議決証書の写しを付しており

ます。 

また、４番の令和４年度の一般会計補正予算(第10号)ですが、これは教育委員

会の関係分で議決については９ページをご覧ください。内容は主に、年度末の事

業の完了に伴う不用額の減額補正となっており、これについても議会の承認をい

ただいております。 

最後に、令和５年度の一般会計予算につきましても、原案とおり可決いただい

ております。報告は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第5 報告第13号「要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定

について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

＜略＞ 

■増田教育長 

続きまして、日程第6 報告第14号「伊豆の国市教育大綱の策定について」の説

明をお願いします。 



 

 

 

■植松学校教育課長 

報告第14号「伊豆の国市教育大綱の策定について」説明いたします。 

今年度の総合教育会議を通じ、委員皆様の協力を経て、新たな市の教育大綱が

まとまりましたので、印刷見本をお配りさせていただきます。2,200部印刷し、市

内へは回覧をさせて頂き、またホームページ等への掲載で周知を図ります。 

内容は、大綱に掲げる方針施策を受け、重点施策を1から7(実質的には8まで)ま

で定めておりますが、教育部の各課におきましては、この重点施策の実現に向け

て、各施策・事業を進めてまいります。 

本日11時に市長定例記者会見があり、説明を記者宛てにさせて頂きました。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

大綱と目標ができましたので、後は、実践と評価をしていかないと無駄になっ

てしまうでしょうから、各課で具体的に、重点政策の実施を来年度頑張って行き

たいと思います。 

■増田教育長 

続きまして、日程第7 報告第15号「伊豆の国市事務の委任及び補助執行に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。報告第15号「伊豆の国市事務の委任及び補助執行に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について」説明いたします。 

地方自治法第180条の２の規定により、市長の権限に属する事務のうち、教育委

員会に委任されている事務、また事務を補助執行させているものがあります。こ

れらを規則により定めておりますが、この一部改正されることから、報告をする

ものです。 

３ページの新旧対照表にて説明をさせていただきます。 

はじめに、委任事務ですが、第３条中、伊豆の国市保育所を伊豆の国市立保育

所及び認定こども園としております。これは、新たにこども園の設置に伴い、文

言を追加するものです。関連して、４項においても変更しております。 

次に補助執行ですが、児童福祉法第34条に基づく家庭的保育事業の実施を追加

したものです。少人数による家庭的な保育を行う事業者の認可等について、13項



 

 

 

に子ども・子育て支援法に基づく給付に係る事務、15項では、私立保育所等の運

営補助に付随する事務を追加するものです。 

また、16項及び17項は、生涯学習課の管理する施設の貸し出し受付、料金収受

などを整理するもので、19項に青少年問題協議会の開催及び運営に関することを

追加しております。以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

子ども家庭庁ができると、この辺の補助執行や委任の項目というのがかなりど

うなるのか。 

■植松学校教育課長 

変わると思います。今現状、教育部局から市長部局へ戻したものは無いです。 

■後藤幼児教育課長 

補助執行の受任事務は、市としてどのように考えるかだと思います。他の市町

では、市長部局で子ども家庭課のような部署を作り、幼稚園・保育園を所管して

います。そこでは、逆に幼稚園の教育部門を教育委員会から事務委任で市長部局

受けています。 

■植松学校教育課長 

学校教育課の所管している放課後児童教室事業は、厚生労働省の保育事業に当

たります。 

■増田教育長 

いじめ問題や不登校も、全て子ども庁の管轄だという。どこの部署で所管する

かは市の考え方ということですね。 

■植松学校教育課長 

一番大事なのは連動性なので、縦に所管を作れば良い、ということではないと

認識しております。 

■増田教育長 

続きまして、日程第8 報告第16号「伊豆の国市立図書館電子図書館サービス実

施要綱の制定について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。報告第16号「伊豆の国市立図書館電子図書館サービス実

施要綱の制定について」説明いたします。 



 

 

 

１ページをご覧ください。概要がありますのでこちらで説明いたします。 

１の趣旨について、令和５年４月25日から始まる電子図書館サービスに関する

、貸出・返却・予約等の利用方法を制定するものです。 

２の利用の範囲については、契約事業者の有する電子書籍のうち、伊豆の国市

が選定したものは紙の書籍同様の取り扱いになります。 

閲覧については、市が著作権を有し、許諾を受けて電子書籍化したものとして

ありますが、こちらは文化財課の協力により電子化した郷土資料、また今後は市

の広報誌等、独自のものを電子書籍化することもあるのでこちらの閲覧のことを

指しています。 

３，４．５は貸出しのルールを定めるものであり、一度に借りることできる点

数を2点以内、貸出期間は2週間以内としました。それ以外に予約については2点以

内、予約の取り置きは3日、貸出指揮官の延長を2週間と定めました。 

以前お話ししましたが、当初電子書籍は300冊からのスタートですので、あまり

多く借りてしまうと中々難しいので、ここからスタートさせて頂こうかと思って

います。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■小池委員 

今後、電子書籍以外の一般図書はどのようになっていくのですか。これはどの

ような取り組みで実施されていくのでしょうか。中身が一般図書のようなものは、

これからどうなるのでしょうか。 

■増田教育長 

一般図書も電子化していくのか、ということですよね。 

■山本生涯学習課長 

一般書籍については著作権等がありますので、著作権フリーのものや電子化さ

れたものを私達は購入する形になります。一般の書籍を勝手に電子書籍化するこ

とはできません。ですから、通常の本、紙の書籍と同じような形で必要なものは

購入させてもらう。そのようなかたちで取り扱っていくことになります。 

■小池委員 

これからそのように、徐々に量を増やしていくということでしょうか。 

 



 

 

 

■山本生涯学習課長 

はい。今年度当初は電子書籍が300冊あるのですが、年度内に500冊まで増やす

こととしています。年度当初に、予算の上限まで購入しない理由は、今後タイム

リーに注目されるものがあれば購入して行こうということで、200冊分を残してあ

ります。 

■小池委員 

市の著作権を有し、著作権等の許諾を受けている図書館資料を電子書籍化した

物が300冊ではなくてですか。 

■山本生涯学習課長 

契約事業者が有する電子書籍の内、伊豆の国市が選定したもの、この部分が300

冊となります。要は、業者が有する電子書籍から私たちが買いものが300冊になり

ます。 

■小池委員 

分かりました。 

■増田教育長 

一般の書店で売っている物です。 

■山本生涯学習課長 

そのとおりです。その後の「閲覧」が、先程言った郷土資料などになります。 

■増田教育長 

この前少し話をしたのですが、例えば市民の方が自作で本を出版して、これを

電子化して頂いても良いですよ。という進呈があった場合には、これはどうなの

でしょうか。 

■山本生涯学習課長 

他の自治体では、子ども達や市民の方が作った郷土の絵本や出版物を閲覧でき

るようにするところもあります。ただし問題なのが、電子図書館には容量がある

ため、多く入れてしまうと容量を購入しなければならないので、考えながら進め

ることになります。そのため、全てを受入られるとは思っていません。現在は郷

土資料を入れたので、これで大分容量を使っている状況です。 

■増田教育長 

だから最初は容量を小さく進めて行かないと、容量代が経費として掛かってし

まうということですね。 



 

 

 

■山本生涯学習課長 

携帯電話で例えると、容量を増やすと金額が高くなるのと同じように、電子図

書館もいくらでも入れられるように容量を増やしてしまうと、その分コストが掛

かってしまいます。 

■相原委員 

何に例えたら良いかちょっと分からないのですが、現在の容量は例えば普通の

書籍何冊分に相当するのですか。 

■山本生涯学習課長 

申し訳ありません。今データが手元にないのでわかりません。郷土資料を入れ

たところで、容量の半分は埋まっています。郷土資料は700点程ありましたが、そ

の写真を撮って入れました。皆様が自由に閲覧できるような状態にはなっている

のですが、写真の解像度を上げれば上げる程、容量を取ることになってしまいま

した。工夫をしているのですが、今後、あまりにも綺麗なものを入れ過ぎてしま

うと容量を食ってしまう。各自治体の電子図書館で苦労していると聞いています

ので、その辺り他の市町と連携しながら行っていきたいと考えています。 

■増田教育長 

他にいかがですか。 

■清水委員 

電子書籍や新規資料を入れた時には、個人のデジタル機器で見ることができる

のですね。 

■山本生涯学習課長 

  はい、そうです。 

■清水委員 

市で図書館とかにパソコンを置いたりしているのですけれど、それを使って見た

りというのはできますか。 

■山本生涯学習課長 

基本的には自分のスマートフォンやタブレット端末で見て頂くことになります。

自宅のパソコンで繋げて見ることができるかは、また確認いたします。 

■清水委員 

児童、生徒が学校のタブレットを使って、その子のＩＤで家でも２週間見られ

るのですか。 



 

 

 

■山本生涯学習課長 

それは見ることができます。 

■清水委員 

借りる場合は自分の端末ではなく、自分が個人的なＩＤで借りるのですか。 

■山本生涯学習課長 

そうです。ＩＤが登録されているスマートフォンで見ることができるというこ

とです。 

■増田教育長 

インターネットに接続できる機器だったら、ＩＤを自分で入力すれば、システ

ムに入って見ることができるということですよね。 

■山本生涯学習課長 

そういうことです。 

■増田教育長 

図書館に機器を入れて、来館者のために便宜を図るというところは、考えてい

ないのですね。 

■山本生涯学習課長 

図書館にパソコンは有るのですが、検索用しか今は置いていない状況です。 

■清水委員 

書籍的な物は、図書館のパソコンで２週間掛けて読むというのは中々難しくな

ってくるのかと思います。いつも見られない市の資料的な物が見たいという時に、

機器を持っていないから見られというのは少し残念だと思うので、図書館でパソ

コンを利用できれば見られるという状況になると良いなと思います。 

■山本生涯学習課長 

分かりました。閲覧については特にＩＤは必要無いという認識がありますので、

少し確認させてください。 

■清水委員 

２週間で見るのは、期間が短いと思うのですが。 

■山本生涯学習課長 

閲覧については特に制限は無いです。 

■清水委員 

分かりました。 



 

 

 

■佐藤教育部長 

閲覧の場合アクセスがたくさん集中すると駄目ですが、基本的には閲覧は自由

にできるようになっています。一度に何万ということは無理ですが、調べ学習な

どの閲覧であったら可能だと思います。 

ただし、予約や貸し出しの場合は、図書館にパソコンを置いても、そこで２週

間その者が使うということはできないので、予約や貸し出しはできないですが、

閲覧の方はある程度の制限の中ではできると思います。一気にアクセス数がそこ

まで行くというのは無いのではと思いますけれども、少しその辺りもまた確認を

取ってください。 

■山本生涯学習課長 

はい。確認します。 

■増田教育長 

函南町では10台位閲覧用のパソコンがずらっと並んでいて、調べられるような

コーナーが在りました。それは利用申請をして、そのパソコンの前に座って見る

のです。図書館に行って、デジタルデータを見られる端末が何台か在ると、小さ

いスマートフォンで読むより多少便利かもしれないですね。それはまた研究をし

てください。予算も掛かりますので。 

■増田教育長 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第9 議案第13号「伊豆の国市立図書館条例施行規則の一部を

改正する規則の制定について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

議案第13号「伊豆の国市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」説明いたします。 

1ページをご覧ください。 

今回の一部改正において電子図書館サービスの項目を加えました。 

第18条の１項については、電子図書館サービスの提供を行うことを記載してご

ざいます。また２項については電子図書館サービスを利用することのできる者を

第７条第１項第１号及び第２号に掲げるもので図書カードの交付をうけているも

のと規定しております。 

第７条については４ページをご覧ください。 



 

 

 

第７条第１項第１号・２号は、市内居住者そして市内に通勤、通学するものと

なります。電子図書館サービスについては、利用できるものを市内在住また在勤

または在学をする者とします。こちらにつきましては、他の自治体も同様です。

インターネットで予約できるため、利用者を限定する必要がありますのでこのよ

うな規定を設けました。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第13号「伊豆の国市立図書館

条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」は承認でよろしいでしょ

うか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第13号「伊豆の国市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について」は、承認されました。 

続きまして、日程第10 議案第14号「伊豆の国市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

議案第14号「伊豆の国市スポーツ推進委員の委嘱について」説明いたします。 

６ページをご覧ください。スポーツ推進委員についてご説明いたします。 

スポーツ推進委員はスポーツ基本法により、市町村におけるスポーツの推進に

係る体制整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解

を有すること。また、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに

住民に対するスポーツ実技の指導、スポーツに関する指導及び助言を行うものと

されております。 

また、当市のスポーツ推進委員規則により、任期を2年。委員は再任をされるこ

とができるとされています。 

１ページをご覧ください。 

伊豆の国市スポーツ推進委員は、令和５年３月31日付けで任期満了となるため

継続委員及び新規委員を委嘱するものです。なお、再任23名、新任１名です。 

説明は以上です。 



 

 

 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■相原委員 

およそ何年、何期など決まりがあるのですか。 

■山本生涯学習課長 

特にはございません。担当としてはやって頂ける限りやって頂きたいというの

が本音でございます。 

■増田教育長 

他にありますでしょうか。 

■岩田委員 

コロナ渦の活動とコロナ渦前の活動は、何か違いがあったのですか。 

■山本生涯学習課長 

おっしゃるとおりで、スポーツに関しては駅伝大会が２年連続中止、元旦マラ

ソンも同じように２年連続中止となりました。そして、スポーツ推進委員がニュ

ースポーツ教室を地区ごとに行っておりましたが、これらの２年間についてはほ

とんど活動ができなかった状態です。 

しかし令和４年度については、ニュースポーツ教室や各市イベントについても、

コロナ以前の状態で開催をしています。参加者は少し減ったように感じています

が、継続することによって動員を図っていきたいと思っています。 

■増田教育長 

その他いかがでしょうか。 

■増田教育長 

この方たちは地区からの選出というより、市内全域から、その地区の配慮なく

上がってきている方たちでしょうか。 

■山本生涯学習課長 

こちらについては旧町の単位で上がってきた方が、合併から引き続きやってい

るようなこともあり、大仁地区は大仁地区でニュースポーツ教室を。韮山、長岡

と。ということで、そういう形で各学校や体育館を使って活動されています。市

で関わる大きなスポーツイベントについては、当然一緒に活動をして頂いていま

す。特に地区の推薦というものではないです。 

 



 

 

 

■増田教育長 

その他いかがでしょうか。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第14号「伊豆の国市スポーツ

推進委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第14号「伊豆の国市スポーツ推進委員の委嘱について」は、承認されま

した。 

続きまして、日程第11 議案第15号「伊豆の国市指定無形民俗文化財の指定に

ついて」の説明をお願いします。 

■工藤文化財課長 

議案第15号「伊豆の国市指定無形民俗文化財の指定について」説明します。 

先程報告した、伊豆の国市文化財保護審議会の答申に基づき、伊豆の国市指定

無形民俗文化財を別紙のとおり指定する議案になります。指定する案件は別紙１

ページ、裏面の説明のとおりで、荒木神社の三番叟になります。以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第15号「伊豆の国市指定無形

民俗文化財の指定について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第15号「伊豆の国市指定無形民俗文化財の指定について」は、承認され

ました。 

続きまして、日程第12 議案第16号「伊豆の国市指定史跡の指定解除について」

の説明をお願いします。 

■工藤文化財課長 

議案第16号「伊豆の国市指定史跡の指定解除について」説明します。 



 

 

 

先程の報告のとおり、伊豆の国市文化財保護審議会の答申に基づき、伊豆の国

市指定史跡の指定を、別紙のとおり解除することをお諮りするものです。別紙の

とおり、今回解除になる案件は久昌寺六角堂跡になります。以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第16号「伊豆の国市指定史跡

の指定解除について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第16号「伊豆の国市指定史跡の指定解除について」は、承認されました。 

続きまして、日程第13 議案第17号「学校運営協議会委員の任命について」の

説明をお願いします。 

■内田教育支援監 

教育支援監の内田です。議案第17号「伊豆の国市学校運営協議会委員の任命に

ついて」説明いたします。 

伊豆の国市学校運営協議会規則第８条第１項の規定に基づき、保護者及び地域

住民等の学校運営への参加や、支援協力を促進することにより、学校と保護者及

び地域住民等の間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取

り組むため、学校運営協議会を置くこととなっています。 

委員10名以内で組織され、保護者、地域住民、対象学校運営に帰する活動を行

う者、対象学校の校長、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員、その他教育

委員会が必要と認める者で組織されています。令和５年４月１日より、長岡北小

、韮山南小、大仁北小学校の３校でコミュニティスクールを導入するために、学

校運営協議会委員を新たに任命するものです。 

資料１ページから３ページまでが各校委員の氏名等をとりまとめたものです。

任命期間は令和５年４月１日から令和６年３月31日までになります。説明は以上

です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

 



 

 

 

■増田教育長 

先行して３校を実施ということですね。今後、各学校運営協議会の話し合いの

内容は、教育委員さん達にも、このようなことが検討協議されていますという報

告をして頂けると、様子が分かるかもしれません。これが、いわゆる学校のかじ

取り役になると思いますので、方向付けをこの方達でして頂くことになるかと思

います。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第17号「学校運営協議会委員

の任命について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第17号「学校運営協議会委員の任命について」は、承認されました。 

続きまして、日程第14 議案第18号「準要保護児童生徒の就学援助資格の継続

認定について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

  ＜略＞ 

□質疑 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。 

議案第18号「準要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について」は、34世

帯承認、１世帯却下でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第18号「準要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について」は、34

世帯承認、１世帯却下されました。 

これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

  ここで、３月定例会を閉会といたします。 
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